
茗友会会員のみなさまへ 

茗友会会⾧  速水 悟 

茗友会の活動についてのお知らせとお願い 

 

 岐阜県学寮卒寮のみなさま、1978卒の速水と申します。９年間にわたって茗友会会

⾧を務められた田中良幸前会⾧の後任として、昨年の茗友会総会において会⾧の大役

を仰せつかりました。 

 先輩方の岐阜県学寮に対する熱い想いを受け継いて、次の世代につないでいく役割

だと認識しています。茗友会会員のみなさまのご協力のもと、会員相互の交流を深め

ていただき、岐阜県学寮の発展に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 みなさまには、卒寮後それぞれの道を歩まれ、各界でご活躍されていることと存じ

ます。茗友会は単なる旧交を温める場に留まらず、世代を超えたネットワークを築く

こと、相互の研鑽の機会、そして様々な社会貢献活動のための場としての役割をもっ

ています。みなさまの多様な経験と知識を共有することで、会員相互の成⾧と社会全

体の発展につながるのではないかと考えております。 

 年配の方には、在寮生や若い卒寮生への支援をお願いいたします。昨年度に開催し

た総会・懇親会には多くの方にご参加いただき、世代を超えた交流が行なわれました。

現在の建物は、様々な改修が必要な状況です。岐阜県学寮へのご寄付をよろしくお願

いいたします。 

 茗友会総会・懇親会については、昨年１１月２５日に４年ぶりに開催され、３４名

の参加をいただきました。懇親会のお開き後も卒寮生と在寮生の微笑ましい交流が続

いていました。本年もコロナ禍前の例により、１１月最終土曜日の３０日に学寮にお

いて実施しますので、右ページのご案内にあるＱＲコード、または学寮へのメール、

ＦＡＸ等で参加・不参加、近況等をお知らせ下さい。とくに、住所、勤務先等に変更

がありましたら、最終頁の様式をご活用下さい。 

 茗友会名簿については、これまでは不要との連絡をいただいた方を除く皆さんに送

付しておりましたが、残念ながら名簿代を納付してくださる方の人数が芳しくないの

で、真に希望される卒寮生からの名簿代の振込をいただいた後に所要部数の印刷にか

かることにします。印刷部数が少なくなるので若干割高になりますが、ご希望の方は、

先に４，０００円を下記振込先に入金をお願いします。 



住所、氏名が明記されていない場合、茗友会名簿がお届けできませんので、納付された

茗友会会員の氏名、送付先住所がわかるように振り込んでください。 

 公益財団法人岐阜県学寮に寄附をされた方には、「寄附金税額控除証明書」及び

「寄附金受領証」を郵送します。これら文書を添えて所得税の確定申告を行うことに

より、皆さまの課税所得額及び寄附金額に応じて相応の還付を受けられます。なお、

寄附金税額控除前の所得税額が少ない場合など、還付されないことがあるのでご注意

ください。寄附金口座は次のとおりです。 

住所、氏名が明記されていない場合、必要書類がお届けできませんので、寄附された方

の氏名、住所がわかるように振り込んで下さい。 

寄附金控除制度については  

https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/zei_kojin.html  をご覧下さい。 

なお、東京都個人住民税の税額控除は、東京都が条例で指定しています。 


